
建築士法第 23 条の６の規定による 

「 設 計 等 の 業 務 に 関 す る 報 告 書 」 

の 提 出 に あ た っ て ！ 
  

 平成 19 年から始まったこの「業務報告書」の制度につきましては、日ごろ設計事務所の皆さまにご

理解・ご協力いただきましてありがとうございます。 

 これからも同報告書の収受業務等の円滑化に努めているところですが、下記の事項について不備が散

見されることがありますので、改めて、ご確認いただくとともに、作成にあたってはご注意くださいま

すようお願いいたします。 

【特に確認いただきたい事項】 

 ① 【第三面】 

・ 第一面で記載した期間での所属建築士を全て記載していますか。 

・ 事業年度の途中で所属から外れた建築士氏名の下に「（～○年○月〇日）」が記載してあり 

          ますか。また、当該ページ下段の建築士の人数欄からは外していますか。 

・ 事業年度の期間より後に所属した建築士の記載が入っていませんか。 

・ 管理建築士が当該事業年度の期間内で交代した場合、そのことを書き表していますか。 

・ 定期講習を受けた日の記載欄に管理建築士講習の修了日や建築士の登録日などを間違っ 

て記入していませんか。 
 ② 【第四面】 

・ 第三面に記載のない建築士が第四面に記載されていませんか。 

・ 途中で所属から外れた建築士がその日以降の業務を担当していませんか。 
 

【ご注意いただきたい事項】 
  次の事項については、業務報告書とは別に（一社）神奈川県建築士事務所協会へ「変更の届出」の

提出が必要となりますのでご注意願います。 

  ⯌ 業務報告書に記載した開設者の情報や建築士の変更をした場合。 

  ⯌ 所属建築士の資格が変更になった場合や名字が変わった場合。 
 ※ 業務報告書第１～５面の記入例を当課のホームページに掲載しています。 

 
～ 備 考 ～ 

 既に業務報告書を提出されていて、誤記等にお気づき方は、提出から 1 週間以内であれば差し替えに

対応することも可能ですので、お問合せください。 
 ※ 差替えを希望される場合 

   建築士事務所の一級、二級、木造の種別と神奈川県知事登録番号と収受日をメモ用紙でも構いません

ので、明記して差替える書類と併せて窓口か郵送でご提出ください。 
 

問合せ先 

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課 

指導監督グループ（業務報告書担当） 

電話 ０４５－２１０－６２６２ 
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